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■働き方改革の現状と医師の過重労働
　「働き方改革関連法案」が2019年4月から全業
界でスタートする。どの業界も対応に追われてい
る状況ではあるが、医療業界、特に医師に関する
当法案（残業時間における上限規制）については、
他の業界より5年遅れの2024年4月からの運用と
なっている。
　現在、厚生労働省の「医師の働き方改革に関す
る検討会」（以下、検討会）にて議論がなされて
おり、2018年内に骨子案をまとめ、2019年2月
には具体的な方針が示される予定だ。
　議論の焦点となっているのは、医師の時間外労
働だ。総務省の調査では、医師の41.8％が週60
時間（過労死の認定基準と
されるボーダーライン）を
超える勤務状況であり、調
査対象となった全職種の中
で最も労働時間が長いこと
が示されている（図表1）。

　検討会は、医師の働き方
を巡って、 ①医師不足等に
よる宿当直の常態化、 ②「正
当な理由なく患者を断って

はいけない」という医師法上の“応召義務”、 ③勤
務時間外にも学会発表に向けて論文・研究に携
わる“自己研鑚”の3つを時間外労働の主な原
因として捉えており、特に応召義務・自己研鑚に
ついては解釈を含めて整理のうえ、取りまとめる
方針だ。

■2018年度改定で盛り込まれた働き方改革
①医療事務作業補助者等の活用
　ところで、2018年4月に行われた診療報酬改定
には、働き方改革を推進する内容がすでに盛り込
まれている。
　例えば、従来よりその効果が高く評価されてき

た「医師事務作業補助体制加算」が挙げられる。
同加算は医師の業務負担を軽減することを目的と
して2008年に新設され、その届出数は年々増加
している（図表2）。2018年度診療報酬改定では
同加算1・2がともに一律50点引き上げられ、負
担軽減策で効果のある取り組みをさらに促進させ
る目的で、算定要件の見直しも行われた。今後、
診療所での医師事務作業補助者の配置において
も、評価対象の拡大が期待されている。
　また、看護補助加算についても点数が引き上げ
られるとともに、要件の見直しが行われた。身体
拘束などの行動制限を最小化していることを要件
とするなど、業務品質に踏み込んだ内容となって
いる。患者の安全性の観点から高い業務品質が求

められていく傾向にあり、今後も評価の要件となっ
ていくことが考えられる。

■2018年度改定で盛り込まれた働き方改革
②“みなし”常勤医師
　「常勤」医師の考え方が“緩和”されたことも、
働き方改革の推進策の一つといえる。女性医師・
高齢医師の増加等の理由により、非常勤で勤務す
る医師が増えているといわれているが、診療報酬上
では「常勤」を要件としていることが多く、時代の
変化に対応できなくなってきていた。そこで、「週3
日以上かつ24時間以上勤務する非常勤医師」の組
み合わせにより、常勤換算1.0人以上であれば常勤
としてカウントする「みなし常勤」という考え方が、

2016年度診療報酬改定により「小児入
院医療管理料」で導入された。2018年
度改定では、この「みなし常勤」の対象
が大幅に拡大した（図表3）。

■2018年度改定で盛り込まれた
　働き方改革
③かかりつけ医機能
　「みなし常勤」による要件緩和は病院
に勤務する医師だけではなく、かかりつ
け医機能を有する医療機関（図表4）

の医師にも対象が拡大されている。厚生労働省は、
かかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の
医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専
門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医
療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」
と定義している。すなわち、かかりつけ医機能とは、
個々の患者の全ての疾患を管理し、24時間対応
が可能であり、外来受診が困難になった患者に対
して在宅医療の提供・連携先の紹介ができる医師・
医療機関のことを示す（1人の医師を指すのでは
なく、１つの医療機関として機能すればよいため、
かかりつけ医“機能”としている）。
　この、かかりつけ医機能を有している医療機関
を評価するために、2014年度改定で新設された
のが「地域包括診療料（1560点／月）」と「地
域包括診療加算（25点／回）」であり、これらの
施設基準の1項目であった、「常勤医師2名以上」
が「常勤換算２名以上（1人が常勤、もう1人はみ

なし常勤でも可）」に見直しされたのである。
　さらに、2018年度改定で最も注目を集めた、
かかりつけ医機能を有する医療機関の初診機能を
評価するための「機能強化加算（80点）」を新設
したことで、かかりつけ医機能の評価に重点を置
き、かかりつけ医機能を有する医療機関が地域包
括ケアシステムの中心となることを期待しているこ
とがわかる（図表5）。

■働き方改革の一環としての
　「オンライン診療料」の考え方と現状
　働き方改革の一環として注目を集めたのが、オ
ンライン診療に関する評価の新設だ。
　オンライン診療とは、リアルタイムでのコミュニ
ケーションが可能な情報通信機器（スマートフォン
のビデオ通話機能など）を用いて、医師と患者が
オンラインで行う診療のこと。これまでは、オンラ
イン診療に対応する診療報酬は設定されておらず,
「電話等再診（1回当たり72点）」のみが算定可能
であった。
　そのため、2018年度改定で注目を集めた「オ
ンライン診療料」だが、2018年8月1日現在の届
出件数は988件にとどまり、その分布は東京、大阪、
神奈川、愛知、福岡などの都市圏に集中している
（図表6）。

　届出数が少ない背景には厳しい算定要件があ
る。「通院の時間を確保できない生活習慣病等患

者について、治療からのドロップアウトを防止す
る」、「比較的状態の安定した在宅療養患者につ
いて、医師の訪問負担を軽減する」など、対面
診療の補完が主たる目的となっているため、初
診時には算定できず、一定の実績が求められる。 
▽対象となる管理料等を初めて算定してから6カ月
間は、毎月同一医師による対面診療を行っている
こと▽連続算定は2カ月が限度▽1カ月当たりの算
定回数が再診料等の算定の1割以下であること-な
どの要件に加え、「原則は対面（通院）」という方
針が強く打ち出されている。また、緊急時に概ね
30分以内に対面診療が可能な体制も求められて
いる。ただ、今回のオンライン診療料の新設は「診
察・診断」の在り方から、医療の在り様の変貌へ
の切り口としては十分な効果を発揮していくと考え
られる。

■今後の働き方改革の動向と展望
　これからの医師の働き方改革は診療報酬との関
連性がより強くなっていくと考えられ、働き方改革
への積極的な取り組みが職場環境、もしくは経営
環境をも好転させることに成り得るであろう。医師
だけではなく、医療従事者一人ひとりの働く環境
を整える内容に加え、医療の質や効率性も合わせ
て対応していくことまでを踏まえて、働き方改革
の議論はこれから佳境に入っていく。また、来年
は地域枠で入学した医学生が専攻医となることか
ら、医師確保対策の課題である「医師の偏在問題」
にも、さらに注目が集まっている。

　様々な要素が絡み合う中で、議論の推移を見な
がら、地域の医療環境に即した対応を意識し、先
手を打っていくことが必要になってくると考えられ
るのではないだろうか。

厚生労働省・医師の働き方改革に関する検討会（2017年8月2日）、総務省・就業構造基本調査（2012年）を基に作成
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図表2　医師事務作業補助体制加算の届出件数の推移

図表3　2018年度診療報酬改定で「医師の常勤換算」が認められた項目

厚生労働省「主な施設基準の届出状況等」を基に作成
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同加算は医師の業務負担を軽減することを目的と
して2008年に新設され、その届出数は年々増加
している（図表2）。2018年度診療報酬改定では
同加算1・2がともに一律50点引き上げられ、負
担軽減策で効果のある取り組みをさらに促進させ
る目的で、算定要件の見直しも行われた。今後、
診療所での医師事務作業補助者の配置において
も、評価対象の拡大が期待されている。
　また、看護補助加算についても点数が引き上げ
られるとともに、要件の見直しが行われた。身体
拘束などの行動制限を最小化していることを要件
とするなど、業務品質に踏み込んだ内容となって
いる。患者の安全性の観点から高い業務品質が求

められていく傾向にあり、今後も評価の要件となっ
ていくことが考えられる。

■2018年度改定で盛り込まれた働き方改革
②“みなし”常勤医師
　「常勤」医師の考え方が“緩和”されたことも、
働き方改革の推進策の一つといえる。女性医師・
高齢医師の増加等の理由により、非常勤で勤務す
る医師が増えているといわれているが、診療報酬上
では「常勤」を要件としていることが多く、時代の
変化に対応できなくなってきていた。そこで、「週3
日以上かつ24時間以上勤務する非常勤医師」の組
み合わせにより、常勤換算1.0人以上であれば常勤
としてカウントする「みなし常勤」という考え方が、

2016年度診療報酬改定により「小児入
院医療管理料」で導入された。2018年
度改定では、この「みなし常勤」の対象
が大幅に拡大した（図表3）。

■2018年度改定で盛り込まれた
　働き方改革
③かかりつけ医機能
　「みなし常勤」による要件緩和は病院
に勤務する医師だけではなく、かかりつ
け医機能を有する医療機関（図表4）

の医師にも対象が拡大されている。厚生労働省は、
かかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の
医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専
門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医
療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」
と定義している。すなわち、かかりつけ医機能とは、
個々の患者の全ての疾患を管理し、24時間対応
が可能であり、外来受診が困難になった患者に対
して在宅医療の提供・連携先の紹介ができる医師・
医療機関のことを示す（1人の医師を指すのでは
なく、１つの医療機関として機能すればよいため、
かかりつけ医“機能”としている）。
　この、かかりつけ医機能を有している医療機関
を評価するために、2014年度改定で新設された
のが「地域包括診療料（1560点／月）」と「地
域包括診療加算（25点／回）」であり、これらの
施設基準の1項目であった、「常勤医師2名以上」
が「常勤換算２名以上（1人が常勤、もう1人はみ

なし常勤でも可）」に見直しされたのである。
　さらに、2018年度改定で最も注目を集めた、
かかりつけ医機能を有する医療機関の初診機能を
評価するための「機能強化加算（80点）」を新設
したことで、かかりつけ医機能の評価に重点を置
き、かかりつけ医機能を有する医療機関が地域包
括ケアシステムの中心となることを期待しているこ
とがわかる（図表5）。

■働き方改革の一環としての
　「オンライン診療料」の考え方と現状
　働き方改革の一環として注目を集めたのが、オ
ンライン診療に関する評価の新設だ。
　オンライン診療とは、リアルタイムでのコミュニ
ケーションが可能な情報通信機器（スマートフォン
のビデオ通話機能など）を用いて、医師と患者が
オンラインで行う診療のこと。これまでは、オンラ
イン診療に対応する診療報酬は設定されておらず,
「電話等再診（1回当たり72点）」のみが算定可能
であった。
　そのため、2018年度改定で注目を集めた「オ
ンライン診療料」だが、2018年8月1日現在の届
出件数は988件にとどまり、その分布は東京、大阪、
神奈川、愛知、福岡などの都市圏に集中している
（図表6）。

　届出数が少ない背景には厳しい算定要件があ
る。「通院の時間を確保できない生活習慣病等患

者について、治療からのドロップアウトを防止す
る」、「比較的状態の安定した在宅療養患者につ
いて、医師の訪問負担を軽減する」など、対面
診療の補完が主たる目的となっているため、初
診時には算定できず、一定の実績が求められる。 
▽対象となる管理料等を初めて算定してから6カ月
間は、毎月同一医師による対面診療を行っている
こと▽連続算定は2カ月が限度▽1カ月当たりの算
定回数が再診料等の算定の1割以下であること-な
どの要件に加え、「原則は対面（通院）」という方
針が強く打ち出されている。また、緊急時に概ね
30分以内に対面診療が可能な体制も求められて
いる。ただ、今回のオンライン診療料の新設は「診
察・診断」の在り方から、医療の在り様の変貌へ
の切り口としては十分な効果を発揮していくと考え
られる。

■今後の働き方改革の動向と展望
　これからの医師の働き方改革は診療報酬との関
連性がより強くなっていくと考えられ、働き方改革
への積極的な取り組みが職場環境、もしくは経営
環境をも好転させることに成り得るであろう。医師
だけではなく、医療従事者一人ひとりの働く環境
を整える内容に加え、医療の質や効率性も合わせ
て対応していくことまでを踏まえて、働き方改革
の議論はこれから佳境に入っていく。また、来年
は地域枠で入学した医学生が専攻医となることか
ら、医師確保対策の課題である「医師の偏在問題」
にも、さらに注目が集まっている。

　様々な要素が絡み合う中で、議論の推移を見な
がら、地域の医療環境に即した対応を意識し、先
手を打っていくことが必要になってくると考えられ
るのではないだろうか。

図表4　かかりつけ医機能のイメージ　～生活習慣病を有する患者の例～

厚生労働省・中央社会保険医療協議会資料を基に作成

図表5　地域包括診療料等の届出件数

各地方厚生局の「施設基準の届出状況」から独自集計
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が示されている（図表1）。
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方針だ。

■2018年度改定で盛り込まれた働き方改革
①医療事務作業補助者等の活用
ところで、2018年4月に行われた診療報酬改定
には、働き方改革を推進する内容がすでに盛り込
まれている。
例えば、従来よりその効果が高く評価されてき

た「医師事務作業補助体制加算」が挙げられる。
同加算は医師の業務負担を軽減することを目的と
して2008年に新設され、その届出数は年々増加
している（図表2）。2018年度診療報酬改定では
同加算1・2がともに一律50点引き上げられ、負
担軽減策で効果のある取り組みをさらに促進させ
る目的で、算定要件の見直しも行われた。今後、
診療所での医師事務作業補助者の配置において
も、評価対象の拡大が期待されている。
また、看護補助加算についても点数が引き上げ

られるとともに、要件の見直しが行われた。身体
拘束などの行動制限を最小化していることを要件
とするなど、業務品質に踏み込んだ内容となって
いる。患者の安全性の観点から高い業務品質が求

められていく傾向にあり、今後も評価の要件となっ
ていくことが考えられる。
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「常勤」医師の考え方が“緩和”されたことも、
働き方改革の推進策の一つといえる。女性医師・
高齢医師の増加等の理由により、非常勤で勤務す
る医師が増えているといわれているが、診療報酬上
では「常勤」を要件としていることが多く、時代の
変化に対応できなくなってきていた。そこで、「週3
日以上かつ24時間以上勤務する非常勤医師」の組
み合わせにより、常勤換算1.0人以上であれば常勤
としてカウントする「みなし常勤」という考え方が、

2016年度診療報酬改定により「小児入
院医療管理料」で導入された。2018年
度改定では、この「みなし常勤」の対象
が大幅に拡大した（図表3）。
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に勤務する医師だけではなく、かかりつ
け医機能を有する医療機関（図表4）
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かかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の
医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専
門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医
療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」
と定義している。すなわち、かかりつけ医機能とは、
個々の患者の全ての疾患を管理し、24時間対応
が可能であり、外来受診が困難になった患者に対
して在宅医療の提供・連携先の紹介ができる医師・
医療機関のことを示す（1人の医師を指すのでは
なく、１つの医療機関として機能すればよいため、
かかりつけ医“機能”としている）。
この、かかりつけ医機能を有している医療機関
を評価するために、2014年度改定で新設された
のが「地域包括診療料（1560点／月）」と「地
域包括診療加算（25点／回）」であり、これらの
施設基準の1項目であった、「常勤医師2名以上」
が「常勤換算２名以上（1人が常勤、もう1人はみ

なし常勤でも可）」に見直しされたのである。
さらに、2018年度改定で最も注目を集めた、
かかりつけ医機能を有する医療機関の初診機能を
評価するための「機能強化加算（80点）」を新設
したことで、かかりつけ医機能の評価に重点を置
き、かかりつけ医機能を有する医療機関が地域包
括ケアシステムの中心となることを期待しているこ
とがわかる（図表5）。
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であった。
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定回数が再診料等の算定の1割以下であること-な
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30分以内に対面診療が可能な体制も求められて
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への積極的な取り組みが職場環境、もしくは経営
環境をも好転させることに成り得るであろう。医師
だけではなく、医療従事者一人ひとりの働く環境
を整える内容に加え、医療の質や効率性も合わせ
て対応していくことまでを踏まえて、働き方改革
の議論はこれから佳境に入っていく。また、来年
は地域枠で入学した医学生が専攻医となることか
ら、医師確保対策の課題である「医師の偏在問題」
にも、さらに注目が集まっている。

　様々な要素が絡み合う中で、議論の推移を見な
がら、地域の医療環境に即した対応を意識し、先
手を打っていくことが必要になってくると考えられ
るのではないだろうか。

図表6　オンライン診療料の届出件数（都道府県別）

各地方厚生局の「施設基準の届出状況」から独自集計（2018年8月1日現在）




